
通常の納期限
口座振替
納付日

ゆとり日数 58日
口座振替
申込期限

平成30年2月26日
（※）

平成30年8月14日 平成30年10月11日

労働保険料は口座振替が便利です！

申告・納付は6月1日（金）から7月10日（火）までに

30

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/hoken/980916_1.html

　なお、領収済通知書（納付書）に記入する内訳・納付額の金額の訂正はで
きません。書き損じたときは、同一都道府県内の新しい領収済通知書を使用
してください。
　（最寄りの監督署、労働局等に用意してあります。）

今年度より、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。

（5）　平成30年度（概算保険料分）の労災保険率の改定がありますので注意してください。

提出は管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関・郵便局へ

金額の頭に
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5 月 中 の 受 付 は で き ま せ ん。


